
損金算入

約３割
税額控除

最大６割
企業負担

約１割

寄附額

通常の寄附

企業版ふるさと納税を活用した寄附

・１回あたり10万円以上の寄附が対象となります。

・那須塩原市外に本社（地方税法における「主たる事務所等」）がある企業様が対象です。

・寄附の代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。

留意事項

≪寄附お手続きの流れ≫

寄附の申込み 「寄附申込書」に必要事項を記入いただき、市へ提出いただきます。

寄附金の払い込み

受領証の送付

寄附申出書の受付後、市から払い込み方法等を連絡いたしますので、
寄附金の払い込みをいただきます。

寄附金の入金確認後、受領証を送付します。
法人関係税の申告手続きの際にお使いください。

税額９割軽減で、
実質負担は

１割に！

例えば…
100万円を寄附すると、
税は90万円軽減され、
実質的な負担は10万円
となります。

企業様へのメリットがあります！
✓社会貢献によるイメージアップ
✓市のHP等での企業PRに！
✓パートナーシップの構築

栃木県那須塩原市

企業版ふるさと納税

企業の皆様の御協力をお願いいたします

那須塩原市企画部企画政策課資産活用係

〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2

TEL：0287-62-7315

E-mail：kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生の取組に対し、

企業様が寄附を行った場合に法人関係税から税額控除される仕組みです。

≪お問合せ・お申込み先≫



令和８年度 寄附対象事業

那須塩原市は、「2050 Sustainable Vision 那須塩原」を掲げ、全国に先駆けて生物多様性を回復

させる「ネイチャーポジティブ」の実現に取り組んでいます。本市が誇る豊かな自然資本を未来へ

引き継ぐため、企業の皆様からの寄附を各種ネイチャーポジティブ推進事業（湿原の保全活動、企

業・団体等連携活動、希少動植物の保護活動等）に活用させていただきます。

シカの食害から日光国立公園の美しい湿原を守る

那須塩原市が誇る日光国立公園内の「沼ッ原湿原」や「大沼園地」では、近年ニホンジカに
よる食害が深刻化し、貴重な湿原生態系の喪失や、林床の植物が失われることによる森林景観
の悪化が危惧されています。本市では希少植物を保護するため、湿原の外周に「シカ侵入防止
柵（防護ネット）」を設置する取組を行っています。

具体的な取組１

【NPNAキックオフワークショップ開催】

■ネイチャーポジティブ推進事業（ネイチャーポジティブ課）

～那須塩原市とネイチャーポジティブしませんか？～

ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス（NPNA）
を通じた企業連携・共創

那須塩原市は、産業技術総合研究所、国立環境研究所と

共同で、様々な主体と連携する枠組みである「ネイチャー

ポジティブ那須野が原アライアンス（NPNA）」を設立し

ました。シンポジウム・ワークショップの開催をはじめ、

那須野が原地域の地下水の変化や生態系に関する勉強会を

実施し、参加者間の情報共有と理解促進を図っています。

今後は、参加する企業・団体等の皆様とともに、具体的

な環境保全の取組を「共創」していく場へと発展させてい

きます。

具体的な取組２

かつて、湿原中に
咲き誇っていた

ニッコウキスゲが
減少
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